
◆　部屋別平面図 （保育所名：　　十市保育園）　　

（注）パンフレット、施設案内等から拡大複写したものでも可とする。（縦でも可。）

ただし、部屋名（又は用途）及び部屋別のそれぞれの面積について正確に記載すること。
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1ページ 【資料編】R６民間保育所指導監査調書


